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さいたま商工会議所が新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施します 

 

さいたま商工会議所が、市内事業所を対象に新型コロナウイルスワクチンの職域接

種を実施します。 

さいたま市としても、新型コロナウイルスワクチン接種の加速化を図るため、さい

たま商工会議所が実施する職域接種に要する経費について支援します。 

 

１ 職域接種の対象 

  さいたま市内に所在する事業所に勤務する方（飲食業を優先する予定） 

  ※大企業、中小企業など、事業所の規模にかかわらず対象となります。 

さいたま商工会議所の会員でない事業所も対象となります。 

 

２ 接種人数、接種期間及び接種会場 

  接種人数 ５，０００人 

接種期間 １回目接種 令和３年８月上旬から 

       ２回目接種 令和３年８月下旬から 

  接種会場 市内１会場 

   

※接種期間や会場などの詳細は予定であり、変更となる場合があります。詳細が

決まり次第、さいたま商工会議所及び市ホームページ等において、お知らせし

てまいります。 

 

３ さいたま商工会議所への補助金額（予算） 

  ７５，０００千円 

 

４ 問合せ先 

  さいたま商工会議所 総務本部 

 電話 ０４８－８３８－７７００ FAX ０４８－８３８－７７１０ 

   平日 ８：３０～１７：００（土・日・祝・年末年始を除く） 

 

記者発表資料 
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問い合わせ先：経済政策課 

課長：新井 

担当：小出、川松 
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５ 職域接種の制度等の案内窓口 

  さいたま市では、従業員等を対象に職域接種の実施を検討している市内事業所等

に対して、職域接種の制度概要や申請先の案内を行っています。 


